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１ はじめに １

本市は、南九州の中心に位置し、九州縦貫自動車道宮崎線、地域高規格道路「都城志布志

道路」等の幹線網の結節点を有する「地の利」を活かして、南九州の物流拠点都市を形成

すべく、工業団地の整備を継続的に進めております。

令和６年度に全線開通した都城志布志道路は、「経済の道」としての機能を有しており、

その機能をさらに向上させるため、整備を進めている梅北インター工業団地（令和8年度完成

予定）の分譲申込みを受け付けるものです。

２ 位置図 １
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高 速 道 路 地域高規格道路（都城志布志道路） 梅北ＩＣに隣接

空 港
宮崎空港 ５５ｋｍ（高速道路・都城志布志道路利用 約４０分）
鹿児島空港 ６０ｋｍ（高速道路・都城志布志道路利用 約５０分）

港 湾
宮 崎 港 ６０ｋｍ（高速道路・都城志布志道路利用 約５０分）
志布志港 ３０ｋｍ（都城志布志道路利用 約３０分）
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所 在 地 宮崎県都城市梅北町

面 積 開発総面積 約５．０５ｈa 分譲総面積 約３．０５ｈa

用 途 区 域
都城広域都市計画区域 無指定
特定用途制限地域（工業流通業務保全型地区）※P8・９参照

造成工事完了時期 令和８年1０月末 完了予定

引 渡 し 時 期 令和９年３～４月予定

地 盤 別添 「ボーリング調査結果」を参照

電 力
高圧（６ｋｖ） 今町配電塔２．３ｋｍ
※鷹尾変電所から今町配電塔まで１２．４ｋｍ
※特別高圧（２２ｋｖ）の引き込みは、九州電力送配電と協議が必要

用 水 都城市上水道（２１０㎥／日）、地下水（約１，０００㎥／日）

排 水
企業 → 調整池 → 城下川・野間川 → 梅北川 → 大淀川 → 日向灘
※生活・工業排水については浄化槽等による処理が必要

区 画 道 路 幅員 ９．５ｍ

建 築 基 準 建ぺい率 ６０％ 、容積率 ２００％

工 場 立 地 法
（ 製 造 業 の み ）

環境施設１０％以上（うち緑地５％以上）
※環境施設例：屋内運動施設、噴水、広場など

公 害 防 止 契約締結時に公害防止協定の締結が必要

環 境 景 観
行為着手の30日前までに「みどりと景観に関する届出」を提出する
こと （都市計画課）

建 築 確 認

建築主事又は指定確認検査機関に建築確認手続きを行うこと
（建築対策課）

消防との事前協議、各種届出等の手続きを行うこと（消防局予防課）

開 発 行 為
造成工事に係る開発行為許可取得済み
※引き渡し時の地盤高の変更を行う際は、別途、開発行為の手続きが
必要な場合有 （建築対策課）

形 態 制 限
道路斜線 容積率２００％ 適用距離２０ｍ 勾配１．５
隣地斜線 立上り高さ３１ｍ 勾配２．５ （建築対策課）

屋 外 広 告 物
事前協議を行った上で、表示しようとする10日前までに、「屋外広
告物許可申請書」を提出し、許可を受けてから着工すること

（都城土木事務所）

※ 周辺の災害リスクについては、参考資料『（７） 都城市総合防災マップ及び浸水想定
区域図』で確認ください。

２

３ 工業団地の概要 １



時 期 内 容

令和８年 １月15日（木） 分譲申込書の受付【第２回公募】 開始

令和８年 2月27日（金） 分譲申込書の受付【第２回公募】 締切

令和８年 ３月【予定】 優先交渉者注1）の決定及び通知

令和８年10月【予定】 造成工事の完了

令和９年 １月【予定】 優先交渉者との土地売買仮契約書の締結

令和９年 ３月【予定】 市議会での審議 → 可決された場合、本契約成立

令和９年 ４月【予定】 土地の引渡し・所有権移転登記
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４ スケジュールについて １

注1）優先交渉者
対象分譲区画において優先的に立地交渉を行うことを承諾した事業者で、分譲地の土地

売買契約締結の権利を有するものです。
あくまでも仮決定であり、市議会の議決が得られないなど契約成立に至らなかった場合、

分譲できません。

注2）議会の議決が必要な分譲
都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、分譲価格2,000万円以上かつ分譲面積5,000㎡以上の場合、市議会の議決を経て、
本契約が成立となります。

※上記スケジュールは、議会の議決が必要な分譲注2）を想定しています。議会の議決が

不要な分譲においては、令和９年３月頃の土地の引き渡しを予定しています。



５ 分譲区画・分譲単価について １

※ 区画の面積については、造成完了後の画地確定測量により多少の変動があります。

※ 区画を分割した面積の分譲を希望する場合は、別途協議が必要です。

※ 分譲単価は令和７年12月末時点の想定価格です。今後の実工事費により増減する可能性
があります。

（優先交渉者決定後10％以上増額となった際は、改めて進出意思の確認を行います。）

※ 奨励措置の補助金交付要件を満たせば、用地取得費等に対する補助が受けられます。

（次頁参照）

※ 区画４ は、以前の公募期間に分譲申込があったため、申込受付期間中に優先交渉者
が決定する可能性があります。分譲を希望される場合はお問合せください。
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区 画 区画面積 分譲単価 分譲総額

１ 8,943.27 ㎡ 約 2,705 坪 24,500円／㎡ 219,110,115円

２ 9,182.49 ㎡ 約 2,778 坪 24,000円／㎡ 220,379,760円

３ 6,791.84 ㎡ 約 2,055 坪 24,400円／㎡ 165,720,896円

４ 5,588.48 ㎡ 約 1,691 坪 23,000円／㎡ 128,535,040円

梅北インター工業団地（全体図）

２

３

４

１

※令和７年12月末時点 想定価格



５

対象業種及び補助要件

奨励措置の内容

業 種 雇用増加 投下固定資産

工場（製造業） ５人以上 2,300万円超

流通関連業
（運送業、倉庫業、卸売業）

５人以上 5,000万円超

※ 雇用増加は、雇用保険被保険者が対象です。

※ 投下固定資産には、土地の取得・造成費用を含みません。

① 税制優遇 固定資産税免除 ３年間

③ 用地取得補助金 用地取得費 × ５０％

【 限度額 】 １億円

② 雇用奨励金 基本 ３０万円／人（基本額）
※障がい者は基本額の３割増

【 限度額 】 １億円

（制度の詳細については、お問い合わせください）

・1,000㎡以上の土地 ・取得後３年以内に着工

④ 建築費補助金 建築費× ２％

・工場等建物と付属設備
【 限度額 】 ２億円

標準報酬月額等級
第１４級～１９級 ＋２０万円

第２０級以上 ＋３０万円

新規学卒者（３年以内） 第１４級以上 ＋２０万円

内 容 補助率 限度額

製
造
業

フードビジネス産業分野

＋３％ ＋１億円自動車・航空機・半導体等産業分野

繊維・木材産業分野

地域経済牽引事業者（地域未来投資促進法） ＋５％ ＋２憶円

※用地取得補助金の交付額を含む、最大限度額５憶円

※指定申請時点の奨励措置が適用されます。
下記は令和７年12月末時点の内容になります。

※奨励措置の内容は変更となる場合があります。

※等級については、変更になる場合があります。



６ 申込要領について １

（１）申込資格 申込には、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。

① 都城市企業立地促進条例第３条第２項各号の要件を満たす者のうち、工場（製造業）、

流通施設（道路貨物運送業、倉庫業）及び卸売施設（卸売業）に分類される業種を主業

とする事業者又はその事業者の立地支援をしようとする者注3）。

② 土地売買契約締結後１年以内に事業所等の建設に着手する者。

③ 事業の運営において、地域経済の振興と安定的な雇用機会の創出に寄与する者。

（駐車場及び資材置き場等の土地のみの利用や、将来利用の土地確保は不可）

④ 事業所等の建設、経営に係る資金計画が適切であり、分譲代金及び保証金を確実に支

払うことができる者。

⑤ 公害防止対策を十分に講じることができる者（土地売買（仮）契約時に公害防止協定を

締結すること）。

注3）立地支援をしようとする者

事業者の事業所等の用に供する目的で、新たに用地、建物等を取得し、当該事業者に

賃貸する者をいう。

（例）親会社が、土地・建物を取得し、子会社が実際の運営を行う場合 等

（２）提出書類

No. 必 要 書 類 部 数

１ 工業団地分譲申込書【様式第１号】 １ 部

２
ヒアリングシート
※申込み後にヒアリングを実施いたします。

１ 部

３ 法人登記事項証明書【３ヶ月以内のもの】 １ 部

４ 定款 １ 部

５ 決算報告書【直近４期分】 １ 部

６
市税等に滞納が無いことを証明する書類（滞納の無い証明書）
※市内に事業所が無い場合、本社所在地の市区町村から取得。

１ 部

７ 会社概要【会社案内のパンフレット等】 10部

８
役員等名簿（入札参加事業者等確認書）兼同意書
【都城市暴力団排除条例施行規則に定める様式第１号】

１ 部

９ その他市長が必要と認める書類

※ 立地支援をしようとする者が申込みを行う場合、実際に事業所等の運営を行う事業者は、

「企業概要届【様式第２号】」と上記の「No.２～８」も合わせて提出すること。

（３）受付期間

令和８年１月15日（木）～令和８年２月27日（金）※郵送の場合、当日消印有効

午前８時４５分から午後４時３０分まで（土日及び祝日を除く。）

（４）提出先 提出書類は窓口に持参いただくか、郵送してください。

都城市 商工部 企業立地課

〒885-8555 宮崎県都城市姫城町６街区21号 本館５階

TEL：0986-23-2753 FAX：0986-23-2693

E-mail：mrich@city.miyakonojo.miyazaki.jp

６



７ 優先交渉者の選定について １

提出された「工業団地分譲申込書」等により審査し、優先交渉者の選定を行い、その

結果を通知します。（令和８年３月末頃予定）

ただし、審査結果において、優先交渉者の決定を行わない場合があります。

なお、優先交渉者決定後、事業者都合により辞退した際は、市がやむを得ないと認め

た場合を除き、新たな産業用地の分譲申込みにおいて事業者選定時の評価が下がります。

※ 審査の内容等に関する問い合わせ及び異議等には、一切応じられません。

審査事項 主な評価視点

事 業 計 画 事業内容や設備投資計画、環境保全対策等は妥当か

企 業 概 要 経営の安定度（財務状況、決算状況 等）

雇 用 促 進 雇用機会や質の高い雇用（新規雇用者数や従事従業員数、雇用条件等）

社会貢献度 市や地元企業への波及効果、周辺地域、商工団体加入等

環境への配慮 周辺の景観や環境に配慮し、必要な対策を講ずる計画であるか

そ の 他 進出への熱意、地域未来投資促進法の活用意向 など

８ 土地売買契約について １

（１）優先交渉者の承認通知があった日から１年以内に土地売買契約（議会の議決が必要な
分譲にあっては、議会上程前までに土地売買仮契約）を締結しなければなりません。
土地売買仮契約を締結した場合、議会の議決を経たときに本契約となります。

① 契約保証金の納入（令和９年１月頃予定）

土地売買（仮）契約時に、契約保証金（分譲総額の10％以上）を納入すること。

② 土地の売買代金の納入（令和９年２月～３月。仮契約の場合は、議会の議決日以後

～４月）

土地売買契約が成立した日（仮契約の場合、議会の議決日）から、 30日以内に

分譲代金（契約保証金分を除く）を納入すること。

③ 土地売買契約に伴う諸費用の負担

土地売買契約に伴う収入印紙や振込手数料等の諸費用は、優先交渉者の負担とする。

（２）事業者都合により市が土地の買戻しを行う場合、原則、契約保証金は返金いたしません。

（３）都城市企業立地促進条例第３条第１項に規定する指定申請を行う必要があります。

（４）市と公害防止協定を締結していただきます。

（５）地元説明会を開催し、事業の説明等を行っていただきます。

９ 土地の引き渡し及び所有権移転について １
土地売買代金を完納したときに、所有権は譲受人（土地売買契約を締結した優先交渉

者）に移転（引渡し）となります。

所有権移転登記については、市で行いますが、登記に伴う登録免許税等の諸費用は、

譲受人の負担となります。

10 参考資料 １※市のホームページよりダウンロード可能です。

（１）都城市工業団地分譲要綱 （６） 都城市企業立地促進条例施行規則

（２）申込書及びヒアリングシート （７） 都城市総合防災マップ及び浸水想定区域図

（３）土地売買仮契約書（案） （８） 土地利用計画図CADデータ

（４）公害防止協定書（案） （９） ボーリング調査結果

（５）都城市企業立地促進条例 （10）水源開発調査結果
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○ 選考基準

★市HP★
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※ 参考 （３ 工業団地の概要：用途区域関連）
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梅北インター工業団地の用途制限




